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⑨鐘ヶ淵駅周辺地区 

・東京リハビリテーション病院や白鬚東防災

拠点が立地している。 

・区民アンケートでは、区立公園や公共施設

のバリアフリーに対する満足度が低い。ま

た、住まい及び駅周辺の歩行空間に関する

課題として「歩道と道路の段差や勾配」、

「歩道の幅員や勾配」、「路面の凹凸や滑り

やすさ」、「歩道がない」が挙げられている。

なお、他地区と比べて「ガードレールの設

置」の割合が多い。 

・区民アンケートの自由記述では、鐘ヶ淵通

り歩道や踏切に関する意見がある。 

 

 

 

 

⑩小村井駅周辺地区 

・区域内に小学校４校、中学校２校、大学２

校、区域外に近接して高等学校が立地して

いる。 

・区民アンケートでは、駅、駅周辺の歩行空

間や区立公園のバリアフリーに対する満

足度が低い。また、住まい及び駅周辺の歩

行空間に関する課題として「歩道の幅員や

勾配」、「歩道がない」、「路面の凹凸や滑り

やすさ」、「歩道と道路の段差や勾配」、「音

響式信号機の整備」が挙げられている。 

・区民アンケートの自由記述では、踏切や北

十間川沿いの歩道に関する意見がある。 

・効果要件のとおり高齢者、障害者の人口が

他地区より多い。 

 

⑪東あずま駅周辺地区 

・賛育会病院と特別養護老人ホームの建設予

定がある。 

・区民アンケートでは、駅と駅周辺の歩行空

間、区立公園、公共施設のバリアフリーに

対する満足度が低い。 
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（３）評価項目及び地区の現況 

各地区における配置要件等について、「◎：バリアフリー化を進めることで高い効果が得られる地区」、「〇：バリアフリー化を進めることで一定の効果が得られる地区」、 

「△：バリアフリー化が必要であるが優先順位が他地区と比べて低い地区」として評価し、重点整備地区候補地を選定する。 
 

 両国駅周辺地区 錦糸町駅周辺地区 本所吾妻橋駅周辺地区 押上駅周辺地区 菊川駅周辺地区 

【配置要件】 

①駅別乗降者 

②バス運行本数 

③主要施設数 

 

※「施設名(外)」は

駅を中心とした

半径 500m の円の

外にある施設 

◎ 

駅別乗降者数、バス運行本数が多く、

重要な主要施設も多い。 

【重要な主要施設】 

同愛記念病院、山田記念病院(外)、 

両国子育てひろば、同愛高齢者支援 

総合センター、みどり高齢者支援総 

合センター(外)、江戸東京博物館、 

国技館、緑出張所（外） 

◎ 

駅別乗降者数、バス運行本数が非常に

多く、重要な主要施設も多い。 

【重要な主要施設】 

墨東病院、賛育会病院(外)、すみだ保

健子育て総合センター(外)、ハローワ

ーク墨田。すみだ障害者就労支援総合

センター(外)、商業施設(アルカキッ

ト錦糸町、テルミナ、マルイ、オリナ

ス錦糸町、楽天地ビル)、錦糸公園、

大横川親水公園(外) 

〇 

バスの運行本数が多い。押上駅周辺

地区と一部の区域が重なっている。 

【重要な主要施設】 

墨田区役所、東京スカイツリータウ

ン、東京ミズマチ、隅田公園、大横

川親水公園 

◎ 

駅別乗降者数、バス運行本数が最も多

く、重要な主要施設も多い。 

【重要な主要施設】 

すみだ福祉保健センター、こうめ高齢

者支援総合センター、なりひら高齢者

支援総合センター、すみだ保健子育て

総合センター(外)、すみだ共生社会推

進センター、すみだ消費者センター、

横川出張所、大横川親水公園、東京ス

カイツリーイーストタワー、東京スカ

イツリータウン、東京ミズマチ 

△ 

バスの運行本数は多いが、主要施設数

は少ない。 

【重要な主要施設】 

緑出張所(外)、みどり高齢者支援総合

センター(外) 

【課題要件(満足度)】 

①駅・駅周辺の 

歩行空間 

②区立公園 

③公共施設 

〇 

①１点、②１点、③１点 合計３点 

〇 

①１点、②２点、③０点 合計３点 

〇 

①２点、②１点、③１点 合計４点 

〇 

①１点、②１点、③１点 合計３点 

〇 

①１点、②１点、③２点 合計４点 

※アンケートの母数を考慮する必要が

ある。 

【効果要件】 

①高齢者人口割合 

②乳幼児人口割合 

③障害者人口割合 

△ 

①１点、②２点、③１点 合計４点 

△ 

①１点、②１点、③１点 合計３点 

△ 

①１点、②１点、③１点 合計３点 

〇 

①３点、②１点、③１点 合計５点 

※いずれの人口も他地区より多い 

〇 

①１点、②３点、③１点 合計５点 

まちづくり等の 

動き 

◎ 

両国駅北側において、良好な開発を誘

導し、公的空間の整備促進を図るた

め、地区全体のまちづくりの考え方の

取りまとめを予定している。また、隅

田川沿川地区（蔵前橋～駒形橋周辺エ

リア）においては、大規模な民間開発

事業が予定されており、あわせて周辺

の公共施設整備を行う必要がある。 

◎ 

2030 年代半ばの地下鉄８号線（有楽町

線）豊洲-住吉間の延伸に伴い、錦糸

町駅周辺のまちづくりの検討が進めら

れている。 

△ 

特になし 

◎ 

地区計画等により押上駅北側のまちづ

くりを推進しており、東武伊勢崎線連

続立体交差事業とともに、補助 114 号

線（言問通り）の拡幅事業が実施され

ている。今後は北口交通広場を含め周

辺の街路整備事業が予定されている。 

△ 

特になし 

※重要な主要施設:支援を要する方の利用が見込まれる福祉、保健、医療、子育て、就労関係施設、区役所及び出張所、様々な属性の利用が見込まれる大規模な商業施設としている。 
※課題要件の点数:満足度が平均より 10％低い（２点）、満足度が平均程度（１点）、満足度が平均より 10％高い（０点）  ※効果要件の点数:各人口の割合が平均より高い（３点）、平均程度（２点）、平均より低い（１点） 
※両国駅周辺地区及び錦糸町駅周辺地区の評価は同程度であるが、錦糸町駅周辺地区の駅別乗降者数及びバス本数の状況を考慮する必要がある。 
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 曳舟駅・京成曳舟駅周辺地区 八広駅周辺地区 東向島駅周辺地区 鐘ヶ淵駅周辺地区 小村井駅周辺地区 東あずま駅周辺地区 

【配置要件】 

①駅別乗降者 

②バス運行本数 

③主要施設数 

 

※「施設名(外)」は

駅を中心とした半

径 500m の円の外に

ある施設 

◎ 

駅別乗降者が多く、主要施設数も

多い。重要な主要施設も多く立地

している。 

【重要な主要施設】 

東京曳舟病院、東京都済生会向島

病院、中村病院、むこうじま高齢

者支援総合センター、すみだボラ

ンティアセンター、すみだ生涯学

習センター、東向島出張所、イト

ーヨーカドー曳舟店 

△ 

バスの運行本数が多いが、主要

施設数が少ない。 

 

【重要な主要施設】 

八広はなみずき高齢者支援総合

センター 

△ 

主要施設は公園と学校が多い。

曳舟駅・京成曳舟駅周辺地区と

一部の区域が重なっている。 

【重要な主要施設】 

東京都済生会向島病院、むこう

じま高齢者支援総合センター、

すみだ生涯学習センター、東向

島出張所 

△ 

バスの運行本数及び主要施設数

が少ない。 

 

【重要な主要施設】 

東京都リハビリテーション病

院、墨田二丁目出張所 

 

△ 

駅別乗降者数は少ない。学校や

公園が多く立地している。 

 

【重要な主要施設】 

墨田中央病院、文花子育てひろ

ば、文花出張所、いきいきプラ

ザ、ぶんか高齢者支援総合セン

ター(外) 

△ 

駅別乗降者数、バスの運行本数

は少ない。主要な施設としては

公園が多い。 

【重要な主要施設】 

・立花ゆうゆう館 

・賛育会病院(予定) 

【課題要件(満足度)】 

①駅・駅周辺の 

歩行空間 

②区立公園 

③公共施設 

△ 

①１点、②１点、③０点 合計２点 

 

〇 

①０点、②２点、③１点 合計３点 

※アンケートの母数を考慮する必要

がある。 

〇 

①１点、②２点、③０点 合計３点 

※アンケートの母数を考慮する必要

がある。 

◎ 

①１点、②２点、③２点 合計５点 

※アンケートの母数を考慮する必要

がある。 

◎ 

①２点、②２点、③１点 合計５点 

※アンケートの母数を考慮する必要

がある。 

◎ 

①２点、②２点、③２点 合計６点 

※アンケートの母数を考慮する必要

がある。 

【効果要件】 

①高齢者人口割合 

②乳幼児人口割合 

③障害者人口割合 

◎ 

①３点、②３点、③１点  

合計７点 

※いずれの人口も他地区より多い。 

◎ 

①３点、②２点、③１点 

合計６点 

◎ 

①３点、②２点、③１点 

合計６点 

※乳幼児人口は他地区より多い。 

◎ 

①３点、②１点、③３点 

合計７点 

〇 

①３点、②１点、③１点 

合計５点 

※高齢者人口及び乳幼児人口は 

他地区より多い。 

◎ 

①３点、②２点、③１点 

合計６点 

まちづくり等の 

動き 

◎ 

現在、東武曳舟駅周辺地区まちづ

くり方針を策定中であり、今後、

市街地再開発事業とともに補助

326 号線（曳舟たから通り）の拡

幅整備にあわせた駅前交通広場の

整備が予定されている。 

△ 

特になし 

△ 

特になし 

〇 

補助第 120 号線（鐘ヶ淵通り）

の拡幅整備事業及び鉄道立体化

の早期実現などに向けたまちづ

くり計画を現在改定中である。 

〇 

地区計画等により、教育・文

化・産業が調和するまちづくり

が行われている。今後は都営住

宅の一部建替えが予定されてい

る。 

△ 

特になし 

※重要な主要施設:支援を要する方の利用が見込まれる福祉、保健、医療、子育て、就労関係施設、区役所及び出張所、様々な属性の利用が見込まれる大規模な商業施設としている。 
※課題要件の点数:満足度が平均より 10％低い（２点）、満足度が平均程度（１点）、満足度が平均より 10％高い（０点）  ※効果要件の点数:各人口の割合が平均より高い（３点）、平均程度（２点）、平均より低い（１点） 
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３ 重点整備地区の選定 

各地区の現況等を踏まえ、面的・一体的にバリアフリー事業を進めていく重点整備地区として、次の

２地区を選定しました。 

 

●押上駅・錦糸町駅周辺地区 

【押上駅周辺地区】 
・東京スカイツリー等の大規模な商業施設やすみだ共生社会推進センターのほか、すみだ福祉保健セン

ター等の福祉施設が立地しているため、駅等からの移動経路等のバリアフリー化が必要である。 

・東武鉄道伊勢崎線（とうきょうスカイツリー駅付近）連続立体交差事業とその周辺における街路整備

事業が実施されているため、各事業と連携しながらバリアフリー化を進める必要がある。 

・区民アンケートでは、押上駅の利用者からの回答割合が多いことから、関心の高い地区と考えられる。 

・効果要件のとおり高齢者、乳幼児、障害者の人口が他地区より多い。 

【錦糸町駅周辺地区】 
・アルカキット錦糸町等の大規模な商業施設が複数立地し、ハローワーク墨田やすみだ障害者就労支援

総合センターのほか、都の地域災害拠点中核病院である墨東病院が立地しているため、駅等からの移

動経路等のバリアフリー化が必要である。 

・区民アンケートでは、錦糸町駅や錦糸公園の利用者からの回答割合が多いことから、関心の高い地区

と考えられる。 

・地下鉄８号線（豊洲-住吉間）の延伸に伴い、錦糸町駅周辺のまちづくりの検討が進められているため、

まちづくりに合せたバリアフリー化を進める必要がある。 

【両駅共通事項】 
・駅乗降者数及びバス運行本数が他地区より多いことやアンケートで駅周辺等の歩道に関する意見が多

いことから、施設間を結ぶ経路のバリアフリー整備の効果が高いと考えられる。 

・両駅周辺地区の間にすみだ保健子育て総合センター及び賛育会病院が立地しており、両駅からのアク

セス経路におけるバリアフリー化が必要である。 

 

●曳舟駅・京成曳舟駅周辺地区 

・公共施設や病院、学校が複数立地しており、駅等からの移動経路等のバリアフリー化が必要である。 

・区民アンケートでは、曳舟駅と京成曳舟駅の利用者からの回答割合が多いことから、関心の高い地で

あると考えられる。 

・効果要件のとおり高齢者、乳幼児、障害者の人口が他地区より多い。 

・東武曳舟駅周辺地区まちづくり方針の策定中であり、今後、市街地再開発事業とともに、補助 326 号

線（曳舟たから通り）の拡幅整備にあわせた駅前広場の整備が予定されているため、各事業と連携し

たバリアフリー化を進める必要がある。 

・墨田区交通バリアフリー基本構想（平成 16年６月）で重点整備地区と定めており、今後はバリアフリ

ー新法に基づく連続したバリアフリー化が必要である。  
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押上駅・錦糸町駅 
周辺地区 

曳舟駅・京成曳舟駅 
周辺地区 

【移動等円滑化促進地区】 
区全域を位置付け、重点整備地区以

外についても関連計画と整合を図り

ながら、道路や建築物等のバリアフ

リー整備を推進する。 

：移動等円滑化促進地区の範囲 

：重点整備地区の検討対象範囲 

：鉄道駅を中心とした半径 500m の範囲 
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４ 生活関連施設・生活関連経路の考え方 

（１）生活関連施設 

生活関連施設は、バリアフリー法において、次のように定められています。 

 

 

本基本構想では、法及び策定ガイドラインに示す生活関連施設の分類に基づき、以下の施設を生活関

連施設の候補として検討します。 

なお、鉄道駅を中心とした半径 500m の範囲を検討対象地区に設定していますが、500m を超える立地

の施設についても、施設の用途や利用状況を勘案し、必要に応じて生活関連施設に位置づけます。 
 

策定ガイドラインに示す生活関連施設の想定 
墨田区で対象とする主な施設 

区分 種類 
旅客施設 鉄道駅 乗降客数 3,000 人/日以上の鉄道駅 

官公庁等 

都道府県庁、市役所・区役所、役場 区役所、出張所 
郵便局、銀行、ATM 拠点郵便局 
警察署（交番含む）、裁判所 警察署・裁判所 
市民・地区センター、コミュニティセンター
等 区立（コミュニティ会館、集会施設等） 

都道府県税事務所、税務署 都税事務所、税務署 

教育・文化施設等 
図書館、市民会館、市民ホール、文化ホール、
学校（小中高等学校）、公民館、博物館、美
術館、音楽館、資料館 

区立 

保健・医療・福祉施設 
病院・診療所 墨田区地域防災計画に示す災害拠点病院、

災害拠点連携病院 
総合福祉施設、老人・障害者福祉施設等 区立 

商業施設等 
大規模小売店舗等 店舗面積が 1,000 ㎡以上の大規模小売店舗 
ビジネスホテル、シティホテル等  

公園・運動場等 
公園 都市公園（500 ㎡以上） 
体育館・武道館その他屋内施設 区立 

  

［生活関連施設の定義］ 
○高齢者、障害者等が日常生活または社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設その他の施

設 
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（２）生活関連経路 

生活関連施設は、バリアフリー法において、次のように定められています。 

 

 

本基本構想では、法の定義に則り、鉄道駅と生活関連施設、生活関連施設同士を連絡する経路を生活

関連経路に位置付けます。なお、位置付けにあたっては、複数経路がある場合、歩行者等の安全確保等

を勘案します。 

 

 
生活関連施設・生活関連経路のイメージ 

  

［生活関連施設の定義］ 
○生活関連施設相互間の経路 




